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「沖縄総合事務 開発建設部 タ 業務等 お る

改定の経緯等

「沖縄総合事務局開発建設部のコンサルタント業務等における
プロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン（案）」

○ 「建設コンサルタント業務等におけるプロポ ザル方式及び総合評価落札○ 「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札
方式の運用ガイドライン」（平成２３年６月３０日付け国官技第１０７号）

○ 通達による見直、委員会での指摘

運用ガイドライン(案)改定

注意事項
①随時必要事項等を追加、修正する。

②説明の評価項目等の設定は、一般的、標準的なものとして記載しており、
個々の業務特性、地域特性に応じて適宜見直すことがある。
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平成２４年度変更の要点等
①政府調達協定対象額の見直しについて①政府調達協定対象額の見直しについて
政府調達協定対象額の見直し（H24.1.23財務省告示第25号）に伴い、従来の対象額６，
９００万円を５，８００万円に見直した。 （Ｐ５）

②発注方式の選定について
発注方式の選定にあたっては、予定価格を算出するに当たって過半を見積もりを活用す

る業務の取り扱いを追加した『発注方式の選定フロー』及び『標準的な発注方式事例』に基る業務の取り扱いを追加した『発注方式の選定フロー』及び『標準的な発注方式事例』に基
づき適切に設定するものとする。 （Ｐ２，３）

③設計共同体の取扱いについて③設計共同体の取扱いについて
プロポーザル方式又は総合評価落札方式により調達手続きを行うときは、単体企業に

加え、設計共同体にも原則参加を認めるものとし、設計共同体の構成員の組合せは、当
該発注に係る業務内容に対応する業種区分の有資格業者の組合せとするものとし、業務該発注に係る業務内容に対応する業種区分の有資格業者の組合せとするものとし、業務
内容に応じて、異なる業種区分の有資格業者の組合せによる設計共同体も認めるものと
し、資格要件（同種又は類似業務実績）については、新規参入者等への配慮等の観点か
ら、現状では設計共同体構成員の全ての者に求めている実績を原則設計共同体の代表代表
者のみに求めることとする。
なお、設計共同体の構成員及び技術者に対して業務実績及び業務成績等を付与するも
のとする。

－ 2 －



④同種・類似業務の基本的な考え方について
同種・類似の設定にあたっては、十分な競争性を確保するため、参加可能者数確認のう

え 業務内容に応じ適切な設定を行うものとし 設定にあた ては『同種 類似業務の取扱え、業務内容に応じ適切な設定を行うものとし、設定にあたっては『同種・類似業務の取扱
事例について』を目安として活用するものとする。 （Ｐ４１）

⑤地域要件等の設定について
地域要件、地域貢献度、地域精通度の設定等の考え方を明示した。 （Ｐ２３）

⑥業務表彰の取扱いについて
プロポーザル方式で発注される業務のうち 他地方整備局等でも類似した業務内容でプロポーザル方式で発注される業務のうち、他地方整備局等でも類似した業務内容で

発注される業務については、他地方整備局等の表彰も沖縄総合事務局の表彰と同等に評
価するものとする。 （Ｐ３５）

⑦参考見積の取扱いについて
総合評価落札方式において参考見積を徴収する場合は、入札公告又は入札説明書に

おいてその旨明記するとともに、当該見積に関する部分の内訳歩掛をできるだけ早く入札
説 書等ダ ド す 参 定者が 価格を算説明書等ダウンロードシステムによって開示することにより、参加予定者が入札価格を算
定するための期間を十分確保するように努めるものとする。

入札説明書記載例入札説明書記載例

参考見積り

本業務に係る参考見積りについて、別添の特記仕様書に基づき、様式－○に記載の上、
参加表明書と併せて提出するものとする。なお、当見積り結果等により採用する歩掛は、入参加表明書と併せて提出するものとする。なお、当見積り結果等により採用する歩掛は、入
札システムにおいて平成○年○月○日（ ）開示する。また、当資料については技術評価点
に関係するものではない。
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⑧参加表明者（企業）の技術部門登録の評価について
参加表明者（企業）の資格要件の技術部門登録の評価において、建設コンサルタント登
録の場合には 建設コンサルタント登録規程による部門まで設定するものとする （Ｐ２７）録の場合には、建設コンサルタント登録規程による部門まで設定するものとする。 （Ｐ２７）

⑨技術者資格の追加及び評価について
技術力を有する技術者を適正に評価するために現行の技術士 ＲＣＣＭ等に追加して技術力を有する技術者を適正に評価するために現行の技術士、ＲＣＣＭ等に追加して、

土木学会認定技術者（土木関係分野に適用）、コンクリート診断士（コンクリート構造物の
維持・修繕に適用）、土木鋼構造診断士（鋼構造物の維持・修繕に適用）を業務内容に応じ
て適宜設定するものとする （Ｐ２９）て適宜設定するものとする。 （Ｐ２９）

⑩技術者の従事した立場の取扱いについて
指名及び選定段階において、配置予定技術者に対する要件の「同種又は類似業務」の指名及び選定段階において、配置予定技術者に対する要件の 同種又は類似業務」の

実績において、職務上従事した立場は管理技術者を基本とし担当技術者は適宜設定して
いたが、若年者への配慮の観点から職務上従事した立場が担当技術者の場合も原則評
価することとする。 （Ｐ３０、３１）価する する。 （ 、 ）
また、同様に入札及び特定段階において、配置予定技術者に対する要件の「過去１０年

度間の同種又は類似業務等の実績内容」及び「過去４年度間に担当した業務成績」の評
価において、職務上従事した立場が担当技術者も原則認めることとする。 （Ｐ３３、３４）

⑪総合評価落札方式（簡易型）のヒアリング省略について

プロポーザル方式、総合評価落札方式（標準型、簡易型）ともに原則ヒアリングを実施して
いたが テーマを求めない総合評価落札方式（簡易型）においては受注者のヒアリングにいたが、テーマを求めない総合評価落札方式（簡易型）においては受注者のヒアリングに
伴う人件費及び旅費等の軽減及び受発注者双方の事務負担軽減の観点で原則ヒアリン
グを実施しないこととする。 （Ｐ２２）
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⑭テーマ名称を評価テーマに統一
プロポーザル方式は特定テーマ、総合評価落札方式は評価テーマとしていたが、全国

ガイドラインが評価テ マに統 したことから当局ガイドラインも統 することとするガイドラインが評価テーマに統一したことから当局ガイドラインも統一することとする。
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（参考）過年度における変更の要点等

①技術提案書作成時に資料閲覧可
資料閲覧が可能な業務において、入札参加希望者の業務内容の理解度を深め、資料閲覧が可能な業務において、入札参加希望者の業務内容の理解度を深め、
より優れた技術提案書を期待。

②技術提案の評価項目に「履行確実性」を追加②技術提案の評価項目に「履行確実性」を追加
技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため新たに追加。

③技術者評価型プ ポ ザ 方式の取りやめ③技術者評価型プロポーザル方式の取りやめ
高度な技術検討を要する業務にも関わらず特定テーマが設定されていないこと
からから実施しない。
(平成２２年１０月１日以降に公告する建設コンサルタント業務等から実施)
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１ 入札・契約手続き選定の考え方

建設コンサルタント業務等の契約にあたっては 当該業務の内

１．入札 契約手続き選定の考え方

建設コンサルタント業務等の契約にあたっては、当該業務の内
容に照らして技術的な工夫の余地が小さい場合を除き下記のいず
れかの方式を選択することを基本とする。

○ プロポーザル方式
○ 競争 札方式 総合評価落札方式 価格競争○ 競争入札方式(総合評価落札方式、価格競争)

※発注方式の選定に当っては、「発注方式の選定フロー」
（図Ⅰ－１）に基づき 適切に設定する（図Ⅰ １）に基づき 適切に設定する。

1
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2
プロポーザル方式 競争入札方式図Ⅰ－１ 発注方式の選定フロー
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建設コンサルタント業務等における標準的な
発注方式事例発注方式事例

3標準的な業務内容に応じた発注方式事例（道路事業の例）
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入札契約方式の分類入札契約方式の分類

4
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予定価格に応じた発注方式の分類の標準的な考え方

5
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２．入札方法等 1/3

求める

手続き、タイプ別整理表

手続き方式 タイプ分類 技術提案の内容 業者選定の方法 技術力の
イメージ

プロポーザル ・予定技術者の経験・能力
・公募型

プロポーザル
方式

－
・予定技術者の経験・能力
・実施方針＋評価テーマ

・簡易公募型
・標準型

・予定技術者の経験・能力 ・公募型

競争入札方式
(総合評価落

標準型
予定技術者の経験 能力
・実施方針＋評価テーマ
・価格

公募型
・簡易公募型
・通常指名

(総合評価落
札方式)

簡易型
・予定技術者の経験・能力
・実施方針
・価格

・公募型
・簡易公募型
・通常指名

6
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２．入札方法等 2/3

（１）プロポーザル方式（総合評価型）
①当該業務の実施方針と評価テーマに関する技術提案の提出を求め、技
術的に最適なものを特定する。
②評価テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針は、資料の提出時
から差し替え、追加は認めない。から差し替え、追加は認めな 。

（２）総合評価落札方式（標準型）
①価格と当該業務の実施方針と評価テーマに関する技術提案をもって入札①価格と当該業務の実施方針と評価テ マに関する技術提案をもって入札
する。
②評価テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針は、資料の提出時
から内容を変更してはならない 内容の変更があった場合は入札無効とすから内容を変更してはならない。内容の変更があった場合は入札無効とす
る。
③価格と技術の評価に関する配点比率

価格評価点 技術評価点価格評価点 ： 技術評価点
・評価テーマが１つの場合 ・・・・・ １（３０点） ： ２（６０点）
・評価テーマが２つ以上の場合 ・・・・ １（２０点） ： ３（６０点）

注：（ ）は評価点の最大値
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２．入札方法等 3/3
（３）総合評価落札方式（簡易型）
①価格と当該業務の実施方針をもって入札する。
②技術提案の実施方針は、資料の提出時から内容を変更してはならない。
内容の変更があった場合は入札無効とする。
③価格と技術の評価に関する配点比率は原則１：１とする。③価格と技術の評価に関する配点比率は原則 とする。

価格評価点 ： 技術評価点
１（６０点） ： 1（６０点）１（６０点） ： 1（６０点）

8
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３．特定者及び落札者の決定

３－１．プロポーザル方式
プロポーザル方式は競争性のある随意契約であり、基本的に、特定され

た後は随意契約に準じて契約締結を行う。

３－２．競争入札方式(総合評価落札方式)競争入札方式(総合評価落札方式)
入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も

高い者を落札者とする。なお、評価値の算出方法としては、原則として加算
方式とする方式とする。

①評価値の算出方式（加算方式）
評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 技術評価点

②価格評価点の設定の考え方
技術評価点の満点を６０点とし 価格評価点の配分点を２０点から６０点の技術評価点の満点を６０点とし、価格評価点の配分点を２０点から６０点の
範囲で決定する。各入札者の価格評価点は、以下の計算式により算出する。

価格評価点＝〔価格評価の配分点〕×（１－入札価格／予定価格）

9
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③技術評価点の算出方式
技術評価点は、下記の計算式により算出する。

技術評価の得点合計
技術評価点 ＝ ６０点 ×技術評価点 点

技術評価の配点合計

※予定価格が１ ０００万円を超える建設コンサルタント業務等においては※予定価格が１，０００万円を超える建設コンサルタント業務等においては、
技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため技術提案の評価項
目に「履行確実性」を加えて技術評価を行う。
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４．技術提案の履行確実性評価 1/3
①履行体制確認型の導入①履行体制確認型の導入

・履行体制確認型総合評価落札方式は、品質確保対策として実
施するもので、入札説明書等に記載された要求要件を確実に履
行できるかどうかを審査するものである。

・調査基準価格に満たない額で入札した者に対して、開札後速
やかに追加資料を求め ヒアリング等による審査を行うやかに追加資料を求め、ヒアリング等による審査を行う。
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４．技術提案の履行確実性評価 2/3
「 確実性 審査を

②技術提案の履行確実性の審査項目と内容
以下の４項目について、「履行確実性」の審査を行う。

技

審査項目

直接 件費 直接経費 技術経費 諸

審査内容 判定

技
術
提
案

①業務内容に対応した費用が計上
されているか。

②配置予定技術者に適正な報酬が

直接人件費、直接経費、技術経費、諸
経費等が必要額を確保しているか。

配置予定技術者への適正な報酬の支
払が確保されているか

○・×

案
の
履
行
確

②配置予定技術者に適正な報酬が
支払われることになっているか。

③品質管理体制が確保されている

払が確保されているか。
配置予定技術者の人工が適正か。

照査予定技術者への適正な報酬の支
払が確保されているか

○・×

○
確
実
性
評
価

か。

④再委託先への支払いは適正か。

払が確保されているか。
照査予定技術者の人工が適正か。

再委託業務内容を再委託先が確認し
ているか

○・×

○・×価 ているか。
○ ×

③技術提案の履行確実性の評価方法 「○」とした項目数 評価 履行確実性度

審査結果を基に、履行確実性の評価
を行い、評価に応じて「履行確実性度
」を付与する。

４ Ａ １．０

３ Ｂ ０．７５

２ Ｃ ０．５」を付与する。

１ Ｄ ０．２５

０ Ｅ ０ 12
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④技術評価点の算出イメージ

４．技術提案の履行確実性評価 3/3

「技術評価点」＝（技術提案以外の技術評価点）＋

（履行確実性評価前の技術提案評価点）×α（履行確実性度）
技術評価点

技術提案以外の技術評価点
技術提案評価点

注 標準型の場合６７％

技術評価点

履行確実性
評価前

技術提案以外の技術評価点
（配置予定技術者の経験・能力）
注:標準型の場合３３％

注：標準型の場合６７％

②評価テーマに
対する技術提案

①実施方針
対する技術提案

履行確実性
評価後

技術提案以外の技術評価点
（配置予定技術者の経験 能力）

技術提案評価点

評価後 （配置予定技術者の経験・能力）
①×α ②×α

13
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履行確実性評価前
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履行確実性評価後
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5．プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施手順
５－１．プロポーザル方式の実施手順
プロポ ザル方式を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとするプロポーザル方式を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとする。

16
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５－２総合評価落札方式（標準型）の実施手順
総合評価落札方式（標準型）を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとする 。

17
－ 24 －



５－３．総合評価落札方式（簡易型）の実施手順
総合評価落札方式（簡易型）を実施する場合の標準的な手順は以下のとおりとする。

18
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6．競争参加資格要件等

19
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総合評価落札方式

21
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○プロポーザル方式においては、原則として地域要件を設定しない。地域貢献度は評価しない。
地域精通度は必要に応じ技術者評価（選定・特定段階）の指標とる。
ただ 測量 現地調査 作業等を伴う業務 お れらを円滑 実施 き とが品

地域要件の設定について

ただし、測量、現地調査・作業等を伴う業務においては、これらを円滑に実施できることが品
質確保の面から重要であることから、地域精通度による評価を積極的に活用することとする。

○総合評価落札方式においては、業務実施可能者数を勘案した上で、必要に応じ地域要件を設
定する 地域貢献度は必要に応じ企業の評価（指名段階のみ）の指標とする 地域精通度は必定する。地域貢献度は必要に応じ企業の評価（指名段階のみ）の指標とする。地域精通度は必
要に応じ技術者評価（指名・入札段階）の指標とする。ただし、測量、現地調査・作業等を伴う業
務においては、これらを円滑に実施できることが品質確保の面から重要であることから、地域精
通度による評価を積極的に活用することとする。

○各地方整備局等に共通する業務を、代表する地方整備局等が発注する場合は、プロポーザル
方式、総合評価落札方式に関わらず、地域要件は設定しない。

○価格競争方式においては、業務実施可能者数を勘案した上で地域要件等を適宜設定するもの
とすとする。

23
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7－１．評価項目等
7．評価項目及び評価方法等
7 １．評価項目等
（１）選定・指名段階における配点

○プロポーザル方式及び総合評価落札方式の選定・指名段階における参加表明
者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及び予定技術者の「資格・実績等」「成者（企業）の「資格・実績等」「成績・表彰」及び予定技術者の「資格・実績等」「成
績・表彰」に対する評価のウェートは、以下の表の通りとする。
※業務内容に応じ、評価ウェートを適宜設定することができるものとする

選定・指名段階における配点ウェート（プロポーザル方式・総合評価落札方式共通）

注１：（）内は標準的な配点ウェートに対し、変動させて良い幅を示す。
注２：→は、変動幅の中で移転させて良いウェートの行き先を示す。
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（２）プロポーザル方式の特定・入札段階における配点

○プロポーザル方式の特定段階における予定技術者の「資格・実績等」「成績・表
彰」及び「実施方針」「評価テーマに対する技術提案」に対する評価のウェートは、
以下の表の通りとする。
※業務内容に応じ、評価ウェートを適宜設定することができるものとする。※業務内容に応じ、評価ウ トを適宜設定する とができるものとする。

プロポーザル方式の特定段階における配点ウェート

注１：（）内は標準的な配点ウェートに対し、変動させて良い幅を示す。
注２：→は、変動幅の中で移転させて良いウェートの行き先を示す。
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（３）総合評価落札方式の入札段階における配点

○総合評価落札方式の入札段階における予定技術者の「資格・実績等」「成績・表
彰」及び「実施方針」「評価テーマに対する技術提案」に対する評価のウェートは、
以下の表の通りとする。
※業務内容に応じ、評価ウェートを適宜設定することができるものとする。※業務内容に応じ、評価ウ トを適宜設定する とができるものとする。

総合評価落札方式の入札段階における配点ウェート

注１：（）内は標準的な配点ウェートに対し、変動させて良い幅を示す。

26

良
注２：→は、変動幅の中で移転させて良いウェートの行き先を示す。
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（４）評価項目の例
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なお、設計共同体の評価方法は、以下のとおりとする。
・成果の確実性（業務実績）は、代表者で評価する。
・成果の確実性（業務成績）は、構成員全ての加重平均で評価する。
・技術部門登録、成果の確実性（優良表彰）は、構成員のうち最も高い者で評価する。

32

・事故及び不誠実な行為は、構成員のうち最も低い者で評価する。
・管内常駐技術者は、構成員全ての合計で評価する。
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②技術評価点を算出するための例

【標準型１：３の場合。「資格・実績等」に10％、「成績・表彰」に15%、実施方針に25%、「評価テー
マに対する技術提案」に50%配点した場合の例】マに対する技術提案」に50%配点した場合の例】
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7 ２ 評価方法(評価に当っての基本的な考え方)

7．評価項目及び評価方法等
7－２．評価方法(評価に当っての基本的な考え方)

①技術資料の評価は、原則として３名以上の職員で項目毎に①技術資料の評価は、原則として３名以上の職員で項目毎に
各々評価を行う。
②定性評価項目（実施方針、特定（評価）テーマ）の評価は、５段階
評価に区分して評価することを基本とする。

③担当技術者が複数いる場合は、各個人について評価し、参加表
明書や技術提案書で提出された全員の平均により評価する明書や技術提案書で提出された全員の平均により評価する。
担当技術者３名の場合： ×１．０
担当技術者２名の場合： ×０．９担当技術者 名の場合
担当技術者１名の場合： ×０．８
ただし、適用については業務規模により除外できるものとする。

④各社の技術資料の評価は、各項目毎に①の評価をもとに平均
値を算出し、それを合計した値とする。
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８．同種・類似業務の取扱事例
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